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児
童
扶
養
手
当
「
現
況
届
」
の
提
出
を
忘
れ
ず
に

問 

伊
奈
庁
舎
こ
ど
も
課
（
内
線
４
２
０
５
）

７
月
下
旬
に
通
知
書
を
郵
送
し
ま
す

　
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方
は
、

毎
年
８
月
に
現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

７
月
下
旬
に
通
知
書
を
郵
送
す
る
の
で
、

８
月
31
日
㈫
ま
で
に
手
続
き
を
お
願
い
し

ま
す
。

　
現
況
届
は
、
毎
年
８
月
１
日
に
お
け
る
状

況
を
、
受
給
者
本
人
に
届
け
出
て
も
ら
い
、

受
給
資
格
と
前
年
分
の
所
得
状
況
な
ど
を
確

認
す
る
重
要
な
手
続
き
で
す
。
こ
の
手
続
き

に
よ
り
、
本
年
11
月
か
ら
翌
年
10
月
ま
で
の

１
年
間
の
手
当
の
受
給
資
格
お
よ
び
手
当
額

を
決
定
し
ま
す
。

　

通
知
書
が
届
い
た
ら
内
容
を
確
認
の
上
、

必
要
書
類
を
用
意
し
、
必
ず
窓
口
で
手
続
き

を
お
願
い
し
ま
す
。（
対
面
で
の
確
認
が
必

要
な
た
め
、
郵
送
不
可
で
す
）

　
現
況
届
の
提
出
が
な
い
場
合
は
、
11
月
分

以
降
の
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。
ま
た
、
現
況
届
未
提
出
の
ま
ま
２
年
間

を
経
過
す
る
と
、
時
効
に
よ
り
手
当
の
受
給

資
格
を
喪
失
す
る
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
児
童
扶
養
手
当
と
は

　
父
母
の
離
婚
な
ど
に
よ
り
、
父
ま
た
は
母

と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い
児
童
が
育
成

さ
れ
る
家
庭
の
生
活
の
安
定
と
自
立
促
進
を

目
指
し
、
児
童
の
健
全
育
成
を
図
る
た
め
の

手
当
で
す
。

■
所
得
制
限
に
つ
い
て

　
「
受
給
者
」
お
よ
び
「
同
居
さ
れ
て
い
る

扶
養
義
務
者
（
同
居
の
直
系
血
族
、
兄
弟
姉

妹
）」
の
前
年
の
所
得
が
、
所
得
制
限
額
を

超
え
た
場
合
は
、
手
当
の
全
部
ま
た
は
一
部

が
支
給
停
止
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、養
育
費
を
受
け
取
っ
て
い
る
方
は
、

前
年
に
受
給
者
お
よ
び
児
童
が
受
け
取
っ
た

８
割
が
所
得
と
し
て
合
算
さ
れ
る
の
で
、「
養

育
費
に
関
す
る
申
告
書
」
へ
の
記
入
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

出
張
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
！
ひ
と
り
親

全
力
サ
ポ
ー
ト
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　
市
役
所
内
に
「
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
常
総
の
臨

時
相
談
窓
口
」
を
設
置
し
ま
す
。
普
段
は
忙

し
く
て
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
行
く
こ
と
が
で
き

な
い
お
母
さ
ん
、
お
父
さ
ん
、
児
童
扶
養
手

当
の
現
況
届
の
提
出
の
際
に
、
ぜ
ひ
、
お
越

し
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
・
場
所
＝
８
月
11
日
㈬

　
伊
奈
庁
舎
１
階
相
談
室
２　
午
前
９
時
半

　
～
午
後
４
時
（
正
午
～
午
後
１
時
除
く
）

▼
「
出
張
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
」
に
つ
い
て
の
お

　
問
い
合
わ
せ
＝
常
総
公
共
職
業
安
定
所

　
生
保
係　
☎
０
２
９
７
‐
22
‐
８
６
０
９

介
護
保
険
料
の
減
免
制
度
の
お
知
ら
せ

問 

伊
奈
庁
舎
介
護
福
祉
課
（
内
線
４
３
０
２
）

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

に
よ
り
、
一
定
以
上
収
入
が
減
少
（
年
金

収
入
、
株
式
取
引
に
よ
る
収
入
は
除
く
）

し
た
世
帯
の
第
1
号
被
保
険
者
（
65
歳
以

上
の
方
）
は
介
護
保
険
料
の
減
免
に
該
当

す
る
場
合
が
あ
る
の
で
介
護
福
祉
課
ま
で

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
減
免
の
対
象
と
な
る
保
険
料
＝
令
和
２
年

　
度
お
よ
び
令
和
3
年
度
の
介
護
保
険
料
の

　
う
ち
、
令
和
３
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
４

　
年
３
月
31
日
ま
で
に
普
通
徴
収
の
納
期
限

　
が
設
定
さ
れ
て
い
る
も
の
。

※
特
別
徴
収
の
場
合
に
あ
っ
て
は
特
別
徴
収

対
象
年
金
給
付
の
支
払
日
。

▼
申
請
方
法
＝
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

　
症
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
、
可
能
な
限
り

　
「
郵
送
」
に
て
申
請
を
行
い
、
来
庁
は
お
控

　
え
く
だ
さ
い
。
申
請
書
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

　
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。
イ
ン

　
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
出
力
す
る
こ
と
が
困
難

　
な
場
合
は
、
電
話
で
の
請
求
で
申
請
書
を

　
郵
送
し
ま
す
。

▼
申
請
期
限
＝
令
和
４
年
３
月
31
日
㈭

■減免の対象となる世帯（主たる生計維持者以外の方が次の要件に該当しても減免の対象ではありません）

　　　新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡
　　　または重篤な傷病を負った世帯

全額減免

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入
などの減少が見込まれ、次の⑴⑵の両方に該当する世帯
⑴主たる生計維持者の事業収入などのいずれかの収入が前年と比べて
30 パーセント以上の減少が見込まれること
⑵主たる生計維持者の合計所得金額のうち、減少が見込まれる事業収入
などに係る所得以外の前年の合計所得金額が 400 万円以下であること

一部減免（前年の所得金額から
減免額は変わります）
※ただし、主たる生計維持者が
事業などの廃止や失業の場合は、
前年の合計所得金額にかかわら
ず、全額減免

コロナ支援

子育て
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